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株式会社西京銀行とインターネット専業銀行設立構想に関する 
業務提携契約書および合弁会社設立・運営合意書の締結について 

 
 
平成 17年 3月 4日に株式会社ライブドア（以下、「ライブドア」）と株式会社西京銀行（以下、
「西京銀行」）とは、共同出資によるインターネット専業銀行設立構想に関して業務提携契約書

および合弁会社設立・運営合意書を締結いたしましたので、下記の通りお知らせ致します。 
 
 
１．契約・合意の概要 
 平成 17年 1月 24日の西京銀行とのインターネット専業銀行設立構想に関する基本合意に基
づき、平成 17 年 3 月 4 日に西京銀行と業務提携契約書および合弁会社設立・運営合意書を締
結いたしました。 
① 業務提携契約の概要 

ライブドアと西京銀行は、監督官庁から銀行免許を取得するために必要な業務を共同で

実施いたします。本提携契約に基づき、お互いに人的資源およびノウハウを提供した“プ

ロジェクトチーム”を発足させております。 
先般の基本合意の以降、銀行設立準備会社を通じた新銀行設立構想を検討してまいりま

したが、今後は本プロジェクトチーム方式に切り替え、プロジェクトチームにて西京銀行

と共同で銀行免許取得に向けて積極的に業務を推進してまいります。 
② 合弁会社設立・運営合意の概要 

監督官庁からの銀行免許取得を前提として、ライブドアの 100％子会社である株式会社
ライブドアフィナンシャルホールディングスと西京銀行の共同出資により、インターネッ

ト専業銀行である西京ライブドア銀行（英文名称 livedoor SAIKYO Bank）（仮称）を
設立し業務開始を目指します。 
新銀行運営に際しては、西京銀行は銀行業務および銀行運営のノウハウの提供と人材の

供給を、ライブドアはオンライン金融サービスおよびインターネット事業のノウハウの提

供と人材の供給をそれぞれ実施いたしますとともに、両社は、銀行経営の健全性の確保と

セキュリティの充実にも積極的に取り組んでまいります。 
 



 

 
２．新銀行（合弁会社）の概要（予定） 

(1) 商号    株式会社西京ライブドア銀行（仮称） 
(2) 代表者   取締役社長 山下 禎治（西京銀行経営戦略室主任調査役） 
(3) 所在地   東京都中央区日本橋本町（予定） 
(4) 資本金   50億円（予定） 
(5) 株主    西京銀行 51％ ライブドアフィナンシャルホールディングス 49％ 
(6) 設立    監督官庁から銀行免許取得後 
         

 
３．新銀行の主要業務内容（予定） 
 個人向けにインターネットを活用した決済サービスならびにローン業務 
 中小企業・個人事業者向けにインターネットを活用したローン業務 
 
 
４．今後のスケジュール 
 今月中に営業免許の予備審査書類を提出予定。 
 営業免許の予備審査終了後、合弁会社を設立予定。 
合弁会社により銀行営業免許の申請書を提出。営業免許取得後、銀行業務開始予定。 

 
 
５．西京銀行の概要 

(1) 商号     株式会社西京銀行 
(2) 代表者    取締役頭取 大橋 光博 
(3) 本店所在地  山口県周南市平和通 1丁目１０－２     
(4) 設立年月日  昭和 5年 11月 17日 
(5) 事業内容   銀行業務 
(6) 決算期    3月 
(7) 従業員数   827名（平成 16年 3月末日現在） 
(8) 資本金    113億円（平成 16年 3月末日現在） 
(9) 総資産    6,732億円（平成 16年 3月末日現在） 

 

 

６．業績にあたえる影響 

本件によりライブドアグループ全体の収益の拡大を見込んでおりますが、銀行免許取得の具

体的な時期、銀行業開始時期等が未定であるため、現時点では、業績予想の修正は行いませ

ん。 
 

 

以上 


